
 

平成３０年７月 

デビットカード取引規定の改訂について 

 

平成３０年７月１日より、静岡市農業協同組合（以下「当組合」という）では、デビットカードで

地方公共団体や公立病院等の公的機関での支払い（納付）ができるサービス、及び小売店のレジ等で

現金を受け取ることができるサービスを開始します。これに伴い、当組合では、同日よりデビットカ

ード取引規定を改訂いたしますのでお知らせいたします。 

 

【対象となる規定】 

デビットカード取引規定 

【改訂内容の一部抜粋】 

以下の文言を追加しました。 

[デビットカード取引規定] 

第２章 キャッシュアウト取引 

 

１．（適用範囲） 

次の各号のうち、いずれかの者（以下「ＣＯ加盟店」といいます。）に対して、カードを提示して、

当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等（以下、本章において「売買取引」といいます。）お

よび当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引（以下、「キャッシュア

ウト取引」といいます。）について当該加盟店に対して負担する債務（以下、「対価支払債務」といい

ます。）を当該カードの貯金口座から貯金の引落し（総合口座取引規定、総合口座（普通貯金無利息型）

取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。）によって支払う取引（以下、「ＣＯデビット取

引」といいます。）については、この章の規定により取扱います。 

① 協議会所定のキャッシュアウト加盟店規約（以下、本章において「規約」といいます。）を承認

のうえ、協議会にＣＯ直接加盟店として登録され加盟店金融機関と規約所定のＣＯ直接加盟店契

約を締結した法人または個人（以下、「ＣＯ直接加盟店」といいます。）であって、当該ＣＯ加盟

店におけるＣＯデビット取引を当組合が承諾したもの 

② 規約を承認のうえ、ＣＯ直接加盟店と規約所定のＣＯ間接加盟店契約を締結した法人または個

人であって、当該ＣＯ加盟店におけるＣＯデビット取引を当組合が承諾したもの 

③  規約を承認のうえ協議会にＣＯ任意組合として登録され、加盟店金融機関とＣＯ直接加盟店契

約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該ＣＯ

加盟店におけるＣＯデビット取引を当組合が承諾したもの 

 

２．（利用方法等） 

(1)  カードをＣＯデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはＣＯ

加盟店にカードを引き渡したうえＣＯ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示

された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者（ＣＯ加盟店の

従業員を含みます。）に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 

(2)  次の場合には、ＣＯデビット取引を行うことはできません。 

① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合 

② １回あたりのカードの利用金額が、ＣＯ加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低

限度額に満たない場合 

(3)  次の場合には、カードをＣＯデビット取引に利用することはできません。 

① １日あたりのカードの利用金額（キャッシュカード規定による貯金の払戻し金額を含みます。）

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 



が、当組合が定めた範囲を超える場合 

② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 

③ カード（磁気ストライプの電磁的記録を含みます。）が破損している場合 

④ そのＣＯ加盟店においてＣＯデビット取引に用いることを当組合が認めていないカードの提示

を受けた場合 

⑤ ＣＯデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合 

(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、ＣＯ加盟店がＣＯデビット取引を行うことができな

いものと定めた商品または役務等に該当する場合には、ＣＯデビット取引を行うことができません。  

(5)  ＣＯ加盟店においてＣＯ加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合

など、ＣＯ加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシ

ュアウト取引に利用することはできません。 

(6)  当組合がＣＯデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、ＣＯデビット

取引を行うことはできません。 

(7)  ＣＯ加盟店によって、ＣＯデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。そ

の場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。 

 

第３章 公金納付 

 

１．（適用範囲） 

協議会所定の公的加盟機関規約（以下、本章において「規約」といいます。）を承認のうえ、協議会

に公的加盟機関として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関（以下、本章において

「加盟機関銀行」といいます。）と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人（以下、「公的加盟機

関」といいます。）に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務（以下、「公的債務」とい

います。）の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を

支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務（以下、「補

償債務」といいます。）を負担するものとし、当該補償債務を当該カードの貯金口座から貯金の引落し

（総合口座取引規定、総合口座（普通貯金無利息型）取引規定に基づく当座貸越による引落しを含み

ます。）によって支払う取引（以下、本章において「デビットカード取引」といいます。）については、

この章の規定により取扱います。 

ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当組合のカードが公的加盟機関で利用できない場合

があります。 

２．（準用規定等） 

 (1)  カードをデビットカード取引に利用することについては、前記第１章の２（利用方法等）、３

（デビットカード取引契約）、４（貯金の復元等）、および５（読替規定）を準用するものとしま

す。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読

み替えるものとします。 

 (2)  前項にかかわらず、前記第１章２.(3)③は、本章のデビットカード取引には適用されないもの

とします。 

 (3)  前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビッ

トカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行う

ことはできません。 

 

※ 対象となる規定の改訂内容の詳細については、窓口にお問い合わせ下さい。 

※ 改訂後の規定につきましては、既にお取引のあるお客様にも適用いたします。 

静岡市農業協同組合 

 
 


